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政府の「緊急事態宣言」一部解除に伴う店内客席ご利用の順次再開に関するお知らせ 

 

当社連結子会社の日本マクドナルド株式会社は、このたび政府が発表した「緊急事態宣言」の一部解除を受け、

店内客席のご利用を順次再開することを決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

マクドナルドではお客様、従業員をはじめ全ての皆様の安全を最優先し、新型コロナウイルス感染の拡大を 

抑制するため、国内の全店舗約 2,900 店舗で、終日店内客席のご利用を中止しております。 

今回、政府の「緊急事態宣言」が解除され、かつ自治体からの要請などが出ていない地域では、5 月 15 日(金)

以降 25 日（月）までをめどに、準備の整った店舗から順次、店内客席のご利用を再開いたします。 

緊急事態宣言が解除された地域でも、自治体からの要請がある場合は、その要請に原則合わせて対応して 

まいります。 

なお、緊急事態宣言の対象地域では、当面の間、「終日店内客席ご利用中止」を継続し、お持ち帰り、ドライブ

スルー・デリバリー(店舗によって異なる)のみでのご提供となります。 

お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

今後も政府・自治体等からの要請により、対象地域・店舗・期間等が変更となる可能性がございます。 

その場合には日本マクドナルド株式会社のホームページ（https://www.mcdonalds.co.jp/）等にて随時 

お知らせいたします。 

 

2020 年 12 月期の当社業績への影響につきましては、引き続き状況を注視し必要な対応をとってまいります。

今後開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。 

 

日本マクドナルドでは、お客様、従業員をはじめ全ての皆様の安全を最優先に、今後も全国の店舗で実施している 

感染症予防の取り組みの継続と、政府や自治体の方針や発表を注視し、対応を行ってまいります。 
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